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11. 三河港長期構想
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委員会・幹事会の開催状況等

コ
ロ
ナ
禍

・2020年1月28日 第1回 委員会・幹事会合同委員会

・2020年10月29日

・2020年12月25日

・2021年 3月11日

・2021年 3月30日

第4 幹事会

・2021年 6月29日〜 7月28日
三河港長期構想（案）パブリックコメント実施

・2024年3月22日

社会情勢の変化

・2020年 5月 「循環経済ビジョン2020」（経済産業省）を公表

・2020年10月 内閣総理大臣所信表明において2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言

・2021年 6月 具体化した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の策定

・2020年12月 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（経済産業省）の策定
※グリーンイノベーション基金

・2022年12月 「港湾法の一部を改正する法律」の施行
※「港湾脱炭素化推進計画」「港湾脱炭素化推進協議会」制度を創設

・2023年 6月 「経済財政運営と改革の基本方針2023」の閣議決定
※モーダルシフトなど物流ＧＸ、物流ＤＸ・標準化等による「物流の効率化」

・2023年12月 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」の閣議決定
※GX経済移行債の発行等

・2024年 4月 トラック運転者の「改善基準告示」が適用

・2024年 1月 「令和6年能登半島地震」の発生

・2025年3月17日 第4回委員会・第6回幹事会合同

・2024年 3月 「協働防護」による港湾の気候変動適応
〜「港湾における気候変動適応策の実装方針」の公表〜

1-1.三河港港湾計画検討員会・幹事会の開催状況等及び社会情勢の変化

今回

長期構想（案）策定以降の出来事

・2024年 3月 三河港脱炭素化推進計画の公表

・2024年 8月 「循環型社会形成推進基本計画」の閣議決定
※ 「循環経済拠点港湾（サーキュラーエコノミーポート）」（仮称）の選定
※ ブルーインフラの保全・再生・創出、覆砂及び深掘跡の埋戻しによる海域環境の改善

・2023年 3月 「観光立国推進基本計画」の閣議決定
※訪日クルーズ旅客、外国クルーズ船の寄港回数、寄港する港湾数の目標設定

第2回幹事会
第2回委員会

第3回幹事会

第3回委員会

・2021年12月21日

第5回幹事会

・2025年1月21日 環境アドバイザリー会議
との意見交換会

第1回
三河港CNP形成協議会

三河港脱炭素化推進計画
公表

・2022年11月15日

・2024年３月18日

・2023年３月24日 第２回
三河港CNP形成協議会

・2023年６月28日

・2023年12月25日

・2024年２月27日

第３回
三河港脱炭素化推進協議会

第４回
三河港脱炭素化推進協議会

第５回
三河港脱炭素化推進協議会
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 2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略は、46％の削減、2050年には100％削減を目標とするものである。
 産業政策・エネルギー政策の両面から、成長が期待される14の重要分野について実行計画を策定し、国として高い目標を掲げ、

可能な限り、具体的な見通しを示している。
 これらの目標の実現を目指すため八つの主要な政策ツールを総動員するとされている。

1-2.三河港を取り巻く環境の変化及びその対応

出典：経済産業省HP

■脱炭素に向けた検討について【〜2021年（三河港長期構想（案）策定迄）】

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次報告（2021年8月）で、「温暖化1.5 ℃のケースでは、世界のCO2排出が
2050年代前半にネットゼロに達し、温暖化2 ℃のケースでは、2070年代前半にネットゼロに達する」と報告された。

 COP26（国連気候変動枠組条約第26回締約国会議）(2021年11月）において、「 温暖化を1.5 ℃に制限するための努力
を継続する」、「温暖化を1.5 ℃に制限するためには、2030 年までに世界でCO2排出を45％削減し、今世紀半ば頃には実質ゼ
ロにする必要があることを認める」、「排出削減措置を講じていない石炭火力発電所の低減の努力を加速する」等が合意された。

 日本は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、エネルギー・産業部門の構造転換、大胆な投資によ
るイノベーションの創出といった取組を、大きく加速することが必要であることから、関係省庁と連携した「2050年カーボンニュートラル
に伴うグリーン成長戦略」を策定した。

背景・必要性 カーボンニュートラルポート（CNP）

 国土交通省では、「2050年カーボンニュートラル」等の政府目標の下、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現
に貢献するため、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水素・アンモニア等の受入環境の整備等を図るカーボンニュートラル
ポート（CNP）の形成を推進。

 世界的にサプライチェーンの脱炭素化に取り組む荷主が増える中、海陸の結節点である港湾においても、荷主や船社・物流事業者
の要請に対応して港湾施設の脱炭素化に取り組み、競争力を強化していくことが必要となっている。

 令和4年12月改正港湾法が施行され、今後、港湾管理者が官民連携の「港湾脱炭素化推進計画」を作成し、同計画に基づい
て、官民の関係者がそれぞれの脱炭素化の取組を進めていくこととなる。（ 2024年3月「三河港脱炭素化推進計画」公表）

2050カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（案）（2021年6月18日策定）

カーボンニュートラルポートの形成と取組

 これに伴い、国土交通省では、「2050年カーボンニュートラル」等の政府目標の下、我が国の産業や港湾の競争力強化と脱炭素
社会の実現に貢献するため、大きく「脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化」、「水素・アンモニア等の受入環境の整備」、「臨
海部立地産業等の脱炭素化」の3項目で形成されている。

 「脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化」では、陸上電力供給やLNG・アンモニア等バンカリング船、荷役機械等のFC化、太陽
光発電設置等といった取組がある。

 「水素・アンモニア等の受入環境の整備」ではLNG運搬船や水素・アンモニア運搬船、バイオマス燃料運搬船などの受入設備の整
備といった取組がある。

 「臨海部立地産業等の脱炭素化」ではLNG発電所（水素混焼）や化学プラント、火力発電所（アンモニア混焼等）などの建
設といった取組がある。

 これらの取組を行うことで国際物流や産業の拠点である港湾において、温室効果ガスの排出ゼロを目指す。

カーボンニュートラルポートの形成イメージ

出典︓国土交通省港湾局HP「カーボンニュートラルポート（CNP）の形成」）

世界平均気温の変化

出典︓ＩＰＣＣ第６次報告

1850～1900年を基準とした平均気温の変化

パリ協定に基づく主要国の目標

 循環経済（サーキュラーエコノミー）に向けての取組
・循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・
消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を
生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃
棄物の発生抑止等を目指すものである。

 SDGs（１７の目標）への取組
・持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成。
・カーボンニュートラルの取組は、SDGsの目標にも関係している。
 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）「2050ネット・ゼロ」ロードマップ（2021年5月）
・IEAは2050年までに世界が排出ネット・ゼロを達成するために必要な400以上の
指標を提示。

サーキュラーエコノミー

カーボンニュートラルに向けた取組事例

出典︓「「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（広報資料）（令和3年6月）」より抜粋

出典︓「令和3年度版 環境白書」」より抜粋

1．三河港長期構想
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※GXとは、
化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用

していくための変革やその実現に向けた活動。
地球温暖化の最大の原因となっている二酸化炭素を始め

とする温室効果ガスの排出量を、化石燃料に頼らず、太陽
光や水素など自然環境に負荷の少ないエネルギーの活用を
進めることで減らし、また、そうした活動を経済成長の機会に
するために世の中全体を変革していこうという取組。

 令和７年に訪日クルーズ旅客をコロナ前ピーク水準の 250 万人まで回復させるとともに、外国クルーズ船の寄港回数がコロナ前
ピーク水準の 2,000回を超えることを目指した取組を推進する。

 地方誘客を進めるため外国クルーズ船が寄港する港湾数について、令和7年にコロナ前ピーク水準の 67 港を上回る 100 港と
することを目指して取り組む。

 世界規模でグリーン・トランスフォーメーション（以下、GX※）実現に向けた投資競争が加速する中で、GX実行会議で取りまとめら
れた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、産業競争強化・経済成長を同時に実現することを目的とする。

 今後10年間での150兆円を超える官民のGX投資等を法定
（１）GX推進戦略の策定・実行
（２）GX経済移行債の発行︓政府によるGX経済移行債の発行
（３）成長志向型カーボンプライシングの導入
（４）GX推進機構の設立
（５）進捗評価と必要な見直し

1-2.三河港を取り巻く環境の変化及びその対応
■港湾を取り巻く環境の変化 【2021年〜（三河港長期構想（案）策定以降） 】

背景・必要性

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、2020年に世界規模での景気後退を経験した。その後の急速な世界経済の回復や財
政措置が進む中で、生じる多くの歪みが国際関係の変化や紛争などの要因となっている。そのような中で、サプライチェーンに関連し
た多く課題が生じている。

 また、気候変動に対する脱炭素化の動きについても、単にエネルギー転換ではなく、エネルギー・資源の循環経済への移行、企業
経営を含めたサプライチェーンの強靱化などCO2の排出量の削減と産業競争力の強化・経済成長が進められている。

内閣府HPより

各国の実質GDPの推移 天然ガスの輸入物価指数
グラフは全て2020年1月=100

出典︓資源エネルギー庁「エネルギー白書2023について
（令和5年6月）」より抜粋

出典︓内閣府「2023年度日本経済レポート－コロナ禍を乗り越え、
経済の新たなステージへ－（令和6年2月）」より抜粋

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

脱炭素化成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

 海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の
廃棄物輸入規制強化への対応を契機として、国内にお
けるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高
まっている。

 資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済への
移行を目的とする。

 多様な物品に使用されているプラスチックに関し、使用
製品の設計から廃棄物処理までの包括的に資源循環
体制を強化。

出典︓環境省HP「「プラスチックに係る循環資源の促進等に関する法律」の啓発普及ページ プラスチック資源循環」より抜粋

出典︓経済産業省HP「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案
【ＧＸ推進法】の概要（2023年2月）」より抜粋

出展︓METI Journal ONLINE HP（2023年1月）」より抜粋

1．三河港長期構想

2024年問題の解決に向けた対応
 物流業界は現在、担い手不足やカーボンニュートラルへの対応など様々な課題を抱えている。そのような中、平成30年６月改正

の「働き方改革関連法」に基づき、自動車の運転業務の時間外労働についても、令和６年４月より、年間960時間（休日労
働含まず）の上限規制が適用される。

 2024年問題の解決に向けた取組として「モーダルシフト」があり、「令和6年度港湾局関係予算概算要求概要（令和5年8月
国土交通省）」にも、2024年問題の対応としてモーダルシフト等に対応するための内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化
として、船舶大型化等に対応した港湾整備や、情報通信技術により荷役効率化等を図る「次世代高規格ユニットロードターミナ
ル」の形成に向けた取組を推進すると記載されている。

 国土交通省では【流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）】による支援を行っており、同法
による計画の認定（または認定の取得）を前提とした補助事業、【モーダルシフト等推進事業】も実施している状況である。

労働時間規制等による物流への影響

出典︓国土交通省「物流の２０２４年問題について」より抜粋

DX等の推進への対応

世界の貿易構造の変化への対応

循環経済の推進への対応

 2015年頃より進んでいたデジタル技術の進展が加速、経済社会のデジタル化が進む。
 国際的な貿易手続きのデジタル化・円滑化の取組が進められている。
 ロボットやAI等の新興技術は、サプライチェーン効率化や新たな価値創出の可能性。
 一方、複雑化するルールや技術面への対応や労働代替だけではない労働補完的な活用が課題。

 サプライチェーンの寸断など経験し、供給リスクの対策から、海外の調達先の分散、多角化の傾向が進む。
 国内企業はASEAN・インドを重視する企業が増加しており、輸送コストの小さい近隣の地域諸国との中間財を中心とした貿易

取引が拡大。
 アジア域内において国際的生産分業、中国、ASEANから欧米への最終財の輸出が増加。

 輸入依存度の高い重要品目に関する国内供給体制の整備や供給相手国の多様化等のサプライチェーン強靱化や、輸出管理
投資規制の強化による機微・新興技術の流出防止など、経済安全保障要請は極めて大きいエネルギー安定供給の観点からも、
国内資源開発を含む上流資源開発が求められる。

出典︓経済産業省「通商白書2022」より抜粋

■三河港の持続可能な成長及び強い経済構造の確立に向けた方向性の再確認

出典︓経済産業省「通商白書2022」より抜粋

出典︓経済産業省「通商白書2022」より抜粋

カーボンニュートラルポート形成への対応
 国内の産業や港湾の競争力強化や脱炭素社会の実現に貢献するため、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水素等の受

入環境の整備等を図るカーボンニュートラルポート（CNP）の形成が推進されている。 2022年12月、脱炭素化の推進等を図る
ため港湾法も改正され、港湾脱炭素化推進計画に基づいて取組を進めていく。

 2024年2月に水素社会推進法案が閣議決定された。愛知県においても、中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議が2022
年2月に設立され、水素やアンモニア社会の早期実現のために必要な取組が進められている。

出典︓国土交通省「港湾脱炭素化推進計画作成について（令和5年3月）」、経済産業省「水素社会推進法案の概要（2024年2月）」、
中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議HPより抜粋

訪日外国人旅行客への対応

出典︓観光庁「観光立国推進基本計画」（令和5年3月31日閣議決定）より抜粋
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蒲郡9号岸壁
神野7号岸壁

田原2号岸壁

1-2.三河港を取り巻く環境の変化及びその対応

三河港における大規模地震等への対応

切替

 三河港は、既定計画で「蒲郡埠頭9号岸壁」、「神野埠頭7号岸壁」、「田原埠頭2号岸壁」を耐震強化岸壁として位置付け。
このうち、2か所は整備が完了し、残り1か所（田原埠頭2号岸壁）は令和5年度から整備に着手。

 大規模地震や津波、台風・高潮など多岐にわたる災害の発生に対し、港湾施設の耐震化などのハード対策に加え、三河港BCP
や「協働防護」による港湾の気候変動適応などのソフト対策を組み合わせることにより、迅速かつ円滑な物流の回復を図る。

備考対象市町
現況既定計画

延長水深岸壁延長水深岸壁

※1
豊川市の人口は各
ゾーンに1/2ずつ配分
※2
西尾市の内、旧吉良
町、旧幡豆町の人口
を計上

蒲郡市、豊川市※1
幸田町、西尾市※218510.0蒲郡９号18510.0蒲郡９号蒲郡ゾーン

豊橋市、豊川市※１
田原市

26012.0神野７号26012.0神野７号

豊橋ゾーン 3604.5船渡３号
17010.0田原２号

1005.5田原２号

「協働防護」による港湾の気候変動適応愛知県地域防災計画︓防災拠点と緊急輸送道路

今回計画耐震強化岸壁位置図 耐震強化岸壁によりカバーされる背後圏

※上図の赤い円は、各耐震強化岸壁を中心とした半径10㎞の円であり、
既定計画ではこの円に概ね含まれる7市町を耐震強化岸壁の背後圏として
いる。

出典︓愛知県防災安全局防災部防災危機管理課
「愛知県地域防災計画（令和6年修正）」より抜粋

出典︓国土交通省 報道発表資料「港湾法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
〜能登半島地震で顕在化した課題や海水面上昇等に対応〜」

出典︓愛知県「三河港港湾計画（平成23年4月）」より抜粋

1．三河港長期構想

■令和6年能登半島地震の被害状況

 発生日時︓2024年1月1日16時10分
 震源及び規模

場所︓石川県能登地方
規模︓マグニチュード7.6（暫定値）
震源の深さ︓16 km（暫定値）
被害状況︓人的被害は石川県内で1,700人を

超える甚大な被害
 津波

津波警報︓
16時12分 山形県から兵庫県北部までの津波予報区に

津波警報
16時22分 石川県能登の津波警報を大津波警報へ切替

津波被害情報︓
石川県珠洲市、能登町及び志賀町で合計約190haの浸水が
確認 浸水深は約４ｍ。

地震の詳細

課題

切替

 港湾を核とした海上輸送の重要性が再確認された一方で、陸路の寸断により港湾施設の応急復旧資材の調達が困難と
なった。

 港湾の緊急物資等の輸送拠点としての機能を速やか、かつ確実に確保するための体制構築が不可欠である。

出典︓総務省消防庁「令和６年能登半島地震による被害及び消防機関等の
対応状況（第116報）（令和6年12月24日）」より抜粋

出典︓内閣府HP「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」（第１回）令和６年６月２６日

出典︓国土交通省HP 【実装方針の公表】（2024年3月14日）
○「協働防護」による港湾における気候変動適応
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1．三河港長期構想

「強み」を伸ばし、
時代とともに
新たな価値を

「創造」するみなと
『三河港』

「強み」を伸ばし、
時代とともに
新たな価値を

「創造」するみなと
『三河港』

港湾利用と地域・自然環境が
共生・調和するみなと

地域産業の持続的発展に
資するみなと

市民や地域産業の
安全・安心を支えるみなと

人々を海へと誘う
魅力あるみなとまち

新たな国際・国内海上輸送に対応した
競争力のあるみなと

物流

産業 安全・防災

環境人流・交流

① 最新の情報通信技術の導入・活用による
物流の高効率化の実現

② 三河港の地理的優位性や地域産業、
広域交通網を活かした背後圏の拡大

③ 自動車産業の持続的発展と
サーキュラー産業を始めとし
た次世代産業の創出

④ 豊富な観光資源の活用・
連携による交流機会の増大

⑤ かつての豊饒な宝の海を取り戻す
⑥ 地域の自然・産業を活用した

環境にやさしいみなとづくり

⑦ 様々な災害から地域を守る
強靱なみなとづくり

三河港の港湾計画は2011 年に改訂しましたが、改訂から10 年以上が経過し、その間、第４次産業革命の
進展や経済の一層のグローバル化、少子高齢化の進行、脱炭素社会への移行、新型コロナウイルス感染症の蔓
延など、国内外の港湾を取り巻く社会経済環境が大きく変化しています。

今回、このような社会経済情勢の変化や今後の動きに対応し、三河港が「強み」を活かしてこれからも地域の
人々の暮らしを支えていくことができるよう、おおむね30 年後の将来像やその実現に向けた空間利用計画などを
「三河港長期構想」として取りまとめました。

三河港長期構想について

■三河港の五つの将来像と七つの目標

港湾における長期構想とは、港湾利用者、市民、関係行政機関、学識者など、様々な港湾関係者の意見・要
請をもとに、20〜30年後の長期的視点に立った港湾の目指すべき将来像やその実現に向けた港湾利用の基本
的方向を明らかにするものです。

長期構想とは︖ 「強み」を伸ばし、時代とともに
新たな価値を「創造」するみなと『三河港』

三河港が持つ「強み」三河港が持つ「強み」
• 日本の中央に位置する地理的優位性
• 自動車産業の集積、世界屈指の自動車流通港湾
• 交通ネットワークの充実
• 広大な港湾区域（空間利用ポテンシャル）
• 中部圏のモノづくり産業
• 国内屈指の農畜産物産出地域
• 豊富な観光資源・海洋レジャー資源
• 豊かな自然環境
• 再生可能エネルギーの集積
• リサイクルポート（総合静脈物流拠点港）
• 津波への強さ、防災への先進的取組 etc.

時代に応じた社会情勢の変化時代に応じた社会情勢の変化
• 人口減少、少子高齢化の進行
• 第4次産業革命の進展
• 訪日外国人旅行客の増加
• 循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
• 2050年カーボンニュートラルの実現
• SDGs（持続可能な開発目標）達成に向

けた取組
• 気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化
• 新型コロナウイルス感染拡大を契機とした感

染症への意識の高まり
• DX、GXの進展 etc.

「強み」を
更に伸ばす

時代の変化に
適応する

新たな価値を「創造」する
三河港で「創造」される新たな価値三河港で「創造」される新たな価値

• 完成自動車AIターミナル、コンテナAIターミナルの形成
• 背後圏の拡大、農林水産物等の輸出拡大
• モーダルシフトの促進と次世代高規格ユニットロードターミナルの形成
• 自動車産業の持続的発展
• 次世代産業の創出
• 観光資源間の回遊性向上・拡大
• 来訪者と地元住民の交流機会増大、地域経済の活性化
• 豊かな海の保全・再生、人と海との触れ合いの場の拡大
• カーボンニュートラルポートの形成
• サーキュラーエコノミー拠点の形成
• あらゆる災害に対して強靱な港

【凡例】
主な更新箇所

■三河港長期構想の基本理念

■三河港の課題

完成自動車の需要に対応したモータープール
の確保
貨物の混在解消に向けたふ頭の再編・集約
新たな情報通信技術を活用した次世代の

自動車・コンテナターミナル整備への対応
船舶の航行や荷役作業の安全性を阻害する

冬季風浪への対応
物流の効率化に資するための新たな交通体系

の構築
背後の産業及び広域交通網を活かした集貨・

創貨
トラックドライバー不足、物流の2024年問題及

び燃料価格等の物価高騰を背景とした新たな
内航定期航路開設に向けた対応

物流

みなとへの市民の更なる誘導や観光資源・施設間の回遊
性の確保による魅力向上
人々が豊かさを享受できるような港空間の形成
豊富な観光資源を活用した観光地としての新たなブランド

価値向上への対応
大型クルーズ船・大型プレジャーボートの誘致及び受入れ

機能・体制の強化

人流・交流

豊かな海の保全・再生に向けた環境施策の継続的な実施
良好な景観や海との触れ合いの場などの拡大
再生可能エネルギーの積極的導入のための支援

環境

大規模地震に対する港湾機能の強化
高潮対策などの自然災害に対する港湾機能維持への

対応
感染症拡大時における水際対策の強化

安全・防災
次世代自動車産業に対応した基盤強化
新規企業立地への対応
進展する第4次産業革命への対応

産業

港湾運営

戦略的な港湾経営
主導的な役割を果たす港湾運営体制の構築

サーキュラーエコノミーへの転換を見据えた対応

2050カーボンニュートラルへの対応
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蒲郡地区

大塚地区

御津地区

西浦地区

田原地区
明海地区

神野地区

■空間利用ゾーニング

物流に係る水域利用

人流・交流に係る水域利用

環境に係る水域利用

安全・防災に係る水域利用

水域利用の視点

陸域利用の視点

- 物流 -
新たな国際・国内海上輸送に対応した競争力のあるみなと

- 産業 -
地域産業の持続的発展に資するみなと

- 人流・交流 -
人々を海へと誘う魅力あるみなとまち

- 環境 -
港湾利用と地域・自然環境が共生・調和するみなと

- 安全・防災 - 市民や地域産業の安全・安心を支えるみなと 四つの将来像を確実に実現するため、港全体で安全・防災を確保します。

神野地区

明海地区

蒲郡地区 大塚地区

御津地区西浦地区

田原地区

※下図は現行の三河港港湾計画図を使用

・豊富な観光資源の活用
・MaaSによる回遊性の向上
・国際クルーズ拠点の形成

・航空宇宙産業など次世代産業の振興
・新産業用地の確保

物流ゾーン

人流・交流ゾーン

環境ゾーン

産業ゾーン

ふ頭間ネットワーク

・干潟・浅場の造成
・深掘跡の埋戻し・覆砂
・藻場の造成
・環境を保全する区域の設定

・サーキュラーエコノミーの促進

・水素など新たな資源エネルギーの受入拠点の形成
・受入拠点用地の確保
・再生可能エネルギーの促進
・サーキュラーエコノミーの促進

・新エネルギーなど次世代産業の振興
・新産業用地の確保
・MaaSを活用した就労環境改善
・産業拠点間の無人貨物輸送

・船舶大型化への対応

・完成自動車AIターミナル
・コンテナAIターミナル
・RORO船によるモーダルシフトの促進
・物流用地の確保
・ふ頭間道路の整備
・農林水産物の輸出促進
・船舶大型化への対応
・サーキュラーエコノミー拠点の形成

・内航船ネットワーク拠点の形成

・東港地区まちづくりビジョンの実現

・完成自動車AIターミナル
・RORO船によるモーダルシフトの促進
・船舶大型化への対応

・ドローンなど次世代産業の振興
・新産業用地の確保・再生可能エネルギーの促進

・サーキュラーエコノミーの促進

【凡例】
主な更新箇所


